
                        平成２９年９月 美濃加茂市建設水道部 

 

中之島公園の指定管理者制度導入に係る 

サウンディング型市場調査 実施要領 

 

 

１ 調査名称 

中之島公園の指定管理者制度導入に係るサウンディング型市場調査 

 

２ 調査目的 

美濃加茂市では、「美濃加茂市かわまちづくり基本計画」において、木曽川の自然や中山道の歴史

などの地域資源を観光やまちづくりの核として活用し、市内外から人々が訪れる賑わいのあるまちづ

くりを目指しています。 

現在、同計画に基づき、中之島公園では、木曽川と木曽川河畔森に囲まれた立地を活かし、賑わい

のある河畔空間を創出するため、地域団体によるイベント等（ソフト事業）を実施しながら、平成 30

年３月の公園完成に向けて都市公園整備（ハード整備）を進めるとともに、指定管理者制度と都市公

園の設置管理許可を取り入れた管理運営方法や公園の付加価値を高める機能、ソフト事業等について

検討しているところです。 

この調査は、指定管理者の選定に当たり、民間事業者等の皆様との対話を通して、中之島公園にお

ける市場性や活用のノウハウ・アイデアを把握し、指定管理者の公募に活かすことを目的に実施しま

す。 

なお、本調査への応募の有無は、指定管理者選定における審査の採点には一切影響しません。 

 

３ 対象施設の概要 

●名  称  ：中之島公園 

●設置目的  ：木曽川の自然を保全しつつ、人々が水辺や森など公園周辺の自然に親しむ場として、

また、街を散策する際の拠点として、憩いと集いの空間を提供する都市公園。 

●所 在 地 ：美濃加茂市御門町二丁目地内 

●施設内容等：敷地面積 29,476.56㎡  建物面積 1182.03㎡  

・主たる施設の面積と特徴 

①  自然環境体験学習館【床面積 １階 517.85㎡ ２階 218.61㎡】 

・開館時間・・・9：00～17：00（市と協議の上開館時間の延長可） 

美濃加茂市では、平成３０年３月に整備が完了する予定の中之島公園の管理運営について、指定管

理者制度の導入を予定しています。 

 そこで、指定管理者公募に際しての諸条件の整理を目的に、民間事業者等の皆様との「対話」を通

じて、自由な発想に基づく幅広い事業アイデアや事業条件等についてのご意向をお聞きする「サウン

ディング型市場調査」を実施します。是非ご参加いただきますようお願いいたします。 



・休館日・・・火曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる        

ときは、その翌日とする）。１２月２９日から翌年１月３日までの日年末年

始６日間。 

② 多目的倉庫【250.00㎡】内利用可能面積：120.00㎡ 

・川や森のアクティビティに必要な備品や消耗品等を保管する。 

③ シャワールーム【48.70㎡】 

・男女それぞれ５箇所 パウダールームあり 

④ 手洗い兼倉庫【36.43㎡】 

・バーベキュー備品の収納庫兼洗い場。 

⑤ 屋外トイレ【33.24㎡】 

⑥ 大型テント【279.50㎡】 

・木曽川の眺望を眺めることのできるウッドデッキ設置。 

⑦ バーベキューエリア【3200㎡】 

・5m×5mのウッドデッキ 15箇所、その他エリア内空地にバーベキュースペースの設置が可能。 

⑧ 芝生広場【3200㎡】 

・憩いの場、イベントが可能。 

⑨ 駐車場【180台】 

・市内循環バスの停留所あり。 

⑩ 隣接する森【約 8ha】（指定管理エリア外） 

・民有地を市が無償貸与、散策や自然体験学習の場等として利用可能。（活動の制限はある

が、自然環境体験学習等の活用を望む） 

 

４ 事業内容等 

  中之島公園の管理運営に際して、現時点で想定される事業内容等は下記のとおりですが、本調査の

結果を踏まえ、追加や変更の可能性があります。 

① 公園の維持管理業務 

・園地の維持管理（樹木、草地、芝生等の維持管理・公園施設の点検、清掃等） 

・自然環境体験学習館、多目的倉庫、屋外トイレ等の維持管理（保守点検、清掃等） 

・園内の警備、施設の修繕、駐車場管理等 

② 公園の運営業務 

    ・施設の貸出、行為許可、窓口案内、広報及び宣伝、自然体験学習普及活動、催事企画等 

・事故・災害対策、利用者指導等 

③ 自主事業 

・カフェ、バーベキュー広場、多目的倉庫の管理運営 

・アウトドアアクティビティー事業等 

 

 



５ 調査のスケジュール 

日にち 項 目 

平成２９年９月４日（月） サウンディング調査の実施要領を公表 

平成２９年９月１３日（水） 事前説明会への参加申込の締切 

平成２９年９月１４日（木） 事前説明会の開催 

平成２９年９月２１日（木） サウンディング調査への参加申込の締切 

平成２９年９月２２日（金） サウンディング調査（個別対話）の実施 

平成２９年９月下旬（予定） 調査結果の概要を公表 

 

６ 事前説明会 

当該施設の概要及び本調査（個別対話）の実施方法等について、事前説明会を開催します。参加を

希望される方は、申込期限までに次の申込先へ参加者氏名、企業・団体名、部署名、電話番号を明記

のうえ、メールで御連絡ください。 

※事前説明会への参加は、個別対話への参加条件ではありません。 

日  時 平成２９年９月１４日（木）午前１０時から 

場  所 美濃加茂市役所 生涯学習センター２０２号室 

申込期限 平成２９年９月１３日（水）まで 

申 込 先 

美濃加茂市 建設水道部 土木課 

Mail:doboku@city.minokamo.lg.jp 

【留意事項】メール件名は「事前説明会参加申込」としてください。 

 

７ サウンディング調査（個別対話）への参加申込 

対話への参加を希望される方は、期日までにメールで参加申込書（別紙）を提出してください。 

申込期間 平成２９年９月１４日（木）～平成２９年９月２１日（木） 

申 込 先 

美濃加茂市 建設水道部 土木課 

Mail:doboku@city.minokamo.lg.jp 

【留意事項】メール件名は「サウンディング参加申込」としてください。 

 

８ サウンディング調査（個別対話）の実施 

対話は、次の日時・場所にて個別に行います。 

日時 平成２９年９月２２日（金）※時間は、申込後に個別に調整します。 

場所 美濃加茂市役所 生涯学習センター２０２号室 

所要時間 ４５分～１時間程度 

対象者 事業の実施主体となる意向を有する民間事業者等 

対話の内容 次ページ以降参照 

 



９ 対話の内容（対話において、お聞きしたいと考えている事項） 

｢美濃加茂市かわまちづくり基本計画｣の趣旨を踏まえて、主に次の項目について御意見や御提案を

お聞かせください。また、一部の項目だけの御意見・御提案でも構いません。 

なお、自らが事業の実施主体となることを前提とし、実現可能な御意見・御提案をお願いします。 

（１）主な対話内容 

ア 推進事業について 

・自然体験学習や、健康の維持増進、元気な地域づくり等のソフト事業のアイデア 

 

 

 

 

 

 

 

イ 公園の付加価値を高める事業等について 

・カフェやバーベキュー施設などを活用し、公園に賑わいや収益を生み出す事業のアイデア 

・その他飲食、物販、イベント等の展開 

  ウ 現在想定している事業条件等について 

（２）対話の進め方 

対話は、上記項目に基づいて実施します。参加された民間事業者等の皆様からご説明いただき、

それを踏まえて、市側の質問等にお答えいただきます。 

なお、お答えいただけない項目・内容があっても構いません。 

 

10 参加資格 

本調査への参加資格は、指定管理者として対象施設を安全・円滑に管理運営する能力を有する「法

人その他の団体（複数の法人その他の団体で構成される場合も含む。）」とします。法人格は必ずしも

必要はありませんが、個人による応募は不可とします。 

また、次のいずれかに該当する場合は、対話の対象者として認めないこととします。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規

定する暴力団(以下「暴力団｣という)、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員等（暴力

団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう）の統制下にある者 

③ 美濃加茂市建設工事請負契約に係る指名停止措置要綱（平成１９年美濃加茂市訓令甲第２４

号）に基づく指名停止を受けている者 

④ 国税及び地方税を滞納している者 

⑤ グループで応募する場合は、いずれかの構成員が①から④のいずれかに該当する場合 

 

◆推進事業 

中之島公園では、木曽川と木曽川河畔森に囲まれた立地を活かし、賑わいのある河畔空間

を創出するため、以下の取組みを推進します。 

・賑わいの創出と健康増進を目的としたアウトドアアクティビティーの実施。 

・自然に親しみながら、楽しく遊んで学べる、自然体験学習の実施。 

・幅広い世代や、地域の人々、世界の人々（美濃加茂市の特徴を活かした）が交流でき

る事業の実施。 

・「地球とあそべるまちなんだ みのかも」をキャッチコピーとして、自然が暮らしの

中にあるまち美濃加茂を全国に発信する取組の実施。 



11 留意事項 

（１）参加及び対話内容の扱い 

・本調査への参加実績は、事業者公募に係る評価のインセンティブにはなりません。 

・対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきますが、双方の発言とも、何ら約束する

ものではありません。 

（２）本調査に関する費用及び説明資料の提出 

・本調査への参加に要する全ての費用は、参加された民間事業者等の皆様の負担とします。 

・説明資料の提出は求めません。ただし、必要な場合は、ご持参いただいても構いません。ご持参

いただく場合は、１０部ご用意ください。 

（３）対話への協力 

・必要に応じて、追加の対話をお願いする場合がありますので、その際には御協力をお願いします。 

（４）実施結果の公表 

・結果の公表については、民間事業者等の皆様のアイデアやノウハウの保護に配慮したうえで公表

します(公表内容については、事前に参加事業者の確認を行います。)。 

・参加事業者等の名称は、公表しません。 

 

12 参加申込先、問い合わせ先 

美濃加茂市 建設水道部 土木課 担当：大塚、酒向 

〒505-8606 美濃加茂市太田町 3431-1 

TEL 0574-25-2111 FAX 0574-27-3764 

doboku@city.minokamo.lg.jp 

 

＜位置図＞ 

 

 

 

中之島公園 
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＜イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜配置図＞ 
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＜自然体験学習館平面図＞ 



中之島公園の指定管理者制度導入に係るサウンディング型市場調査 

サウンディング参加申込書 

 

■ サウンディング調査（個別対話） 

法人・団体名 
（グループの場合は代表法人・団体名） 

 

法人・団体所在地  

グループの場合の 

構成法人・団体名 
 

担当者 

部署・役職名  

氏 名  

電話番号  

メールアドレス  

 

ヒアリング（対話）参加予定者 

参加予定者 

法人・団体名/部署/役職 氏 名 

  

  

  

  

  

 

 

申込期限： 平成２９年９月１４日（木）～平成２９年９月２１日（木） 

 申 込 先： 美濃加茂市 建設水道部 土木課 

   Mail: doboku@city.minokamo.lg.jp 

【留意事項】 

 上記に必要事項を記入し、メールにて送付してください。 

 メール件名は「サウンディング参加申込」としてください。 
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